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第３次豊田市 

地域福祉計画・地域福祉活動計画 
ともに 誰もがつながり合い、自分らしく、 
安心して暮らすことができるまち をつくる 
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１ 豊田市の現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第２次計画の評価 

第２次計画では、多機関連携による包括的支援体制の充実や担い手づくり、社会

参加・就労につなげる仕組みづくりを着実に進め、複合課題への対応や権利擁護・

再犯防止支援の体制を整えることができました。一方で、成果目標はコロナ禍や定

年延長など社会情勢の影響で未達成となり、次期計画では社会変化を踏まえた評価

手法の検討が求められます。 

指標項目 
2018年 
時点 

目標値 
今回調査 

2024年 

【基本目標１】 
今後、ボランティア・市民活動ＮＰＯ活動に参加したい 
（続けたい）と思う市民の割合 

59.3％  50.7％ 

【基本目標１】 

生活上の悩みや不安を家族や親せき以外にも相談できる割合 
66.9％  42.7％ 

【基本目標２】 

今後、地域活動に参加したい（続けたい）と思う市民の割合 
68.9％  53.9％ 

【基本目標３】 

「身近に集える場所」について「特にない」と回答した割合 
31.5％  40.2％ 

 

３ 第３次計画でめざす方向 

〇 地域共生社会の実現 

多様な主体が協働し支え合う仕組みを強化し、相談支援や権利擁護、ヤングケア

ラー・災害時支援を進め、誰もが安心して暮らせる地域を目指します。 

〇 地域の担い手の確保 

地域の担い手不足が課題となる中、人口減少と超高齢化に備え、ボランティア支

援や市民福祉大学で裾野を広げ、専門人材の確保・育成と福祉専門職への導線を強

化します。 

〇 孤独・孤立対策の強化 

孤立者の多くが相談を望まず、身寄りのない高齢者等の支援が課題です。予防を

重視し、つながりづくりと多機関協働の支援体制を強化します。  

少子高齢化が進み、今後更なる人

口減少が見込まれる一方、支援が

必要な人は増加傾向です。 

孤独・孤立の顕在化 
３人に１人が孤独感を感じ、６人に

１人が孤立状態です。孤立状態の人

の７割は「相談したくない」と回答し

ており、予防の取組が重要です。 

ボランティア活動への参加意向は

約５割で減少傾向にあり、情報提供

や体験機会等の工夫が必要です。 

担い手の確保 

要支援・要介護認定者数 

（2018年度） （2025年９月末時点）

14,070 人     17,483 人 

出典：豊田市介護保険課資料
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４  基本理念 

 

 

 

 

５  計画を推進するうえでの視点 
 

視点 内容 

主体的な選択の

支援と尊重   

誰もがいつまでも生きがいを感じ、自分らしく輝き続けるためには、

どう暮らしたいのかを自分自身で選択でき、多様な背景や価値観を持つ

人々が相互に理解し合い、認め合える地域づくりが必要です。 

枠組みを超えた

協力と連携 

あらゆる主体がこれまでの関係性の枠組みを外し、制度や分野を超え

たつながり合いを育むことで、困りごとが生じた場合でもそれぞれが行

動し協力し、支え合うことが暮らしの安心につながります。 

 

６  基本目標 

基本目標１ 認め・支え合う地域づくり 

住民や地域団体、専門職、社会福祉協議会、行政が連携し、地域課題の解決に取

り組みます。地域福祉活動や相談支援を充実させ、権利擁護や孤独・孤立の予防、

若者や企業の参加促進を進め、支え合う地域共生社会を目指します。 

基本目標２ 参加・活躍の機会づくり 

高齢者や障がいのある人を含む誰もが、生きがいを持って活躍できる地域を目指

します。安心して過ごせる居場所づくりを進め、年齢や障がいの有無に関わらず多

様な形で参加・活躍できる仕組みを整えます。 

基本目標３ 安心を得られる支援の充実 

すべての市民が意思や権利を尊重され安心して暮らせるよう、日常から災害時ま

で切れ目のない支援体制を整えます。相談支援や権利擁護、意思決定支援を充実さ

せ、再犯防止の取組も進め、誰もが孤立せず暮らせる地域を目指します。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ともに 誰もがつながり合い、自分らしく、 

安心して暮らすことができるまち をつくる 

地域共生社会の実現を目指し、本計画に包含する３つの計画 

● 重層的支援体制整備事業実施計画 
「地域づくり」「包括的な相談支援参加」「活躍の支援」の３つの取組を重ね合わせなが

ら、地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の整備を目指
します。 

● 成年後見制度利用促進計画 
専門職後見人の活躍支援や権利擁護支援への市民参画の促進、身寄りのない高齢者等の

多様な相談を受け止めて支援する取組などを進めます。 

● 再犯防止推進計画 
刑事司法関係機関を始めとする多機関と連携して支援につないだり、地域での生活の基

盤である居住の支援を行ったりなど、再犯防止に向けた取組を推進していきます。 
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７ 重点施策 

重点施策１  地域における福祉の担い手づくりと活躍支援 

○ 市民が福祉に関心を持ち主体的に地域活動へ参加できるよう、福祉教育や体験の機会

を広げます。 

○ 地域人材と専門人材をつなぐ仕組みや柔軟な働き方を整え、人材の確保と定着を支援します。 

○ 権利擁護や更生保護への理解を促し、多様な立場の人が地域福祉に関わることができ

る環境をつくります。 
 
  

地域人材・専門人材の確保・育成・活躍支援、権利擁護支援の担い手づくりと活躍支

援、若者の社会参加促進、重層的支援体制の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点施策２  多様でゆるやかな「つながり合い」創出の促進 

○ 孤独・孤立を予防するための広報や交流促進を進め、若者を含む多様な市民のつながり

を育みます。 

○ デジタル技術も活用し、個々に合った支援やつながりの機会を整備します。 

○ 高齢者等の相談体制や権利擁護を強化し、市民参画による安心のネットワークをつくります。 
 
 

多様な手法による孤独・孤立予防（交流促進の場、孤独・孤立対策ボードゲーム、 

ＳＮＳ・ＡＩ相談など）、身寄りのない高齢者等の相談窓口の運営と支援体制の充実 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【人材確保・育成・活躍支援のイメージ】 

主な取組 

【①啓発・発掘】 

福祉への興味関心を 

喚起 

（例）事業所体験、 

ふくしの仕事相談会など 

【③情報】 

タイムリーな情報の受発信・ 

交流促進 

（例）情報掲示板の活用など 

【⑤定着・フォロー】 

継続的に活躍し続けられる支援 

（例）働きやすい職場づくり支援、 

顔の見える関係づくり支援など 

【②育成・養成】 

知識・技術の習得 

（例）合同研修会、 

外国人材支援など 

【④マッチング】 

活躍の場を求める人と 

活動・仕事をつなぐ 

（例）仕事の切り出し支援、 

潜在人材への復職支援など 

障がい福祉 

事業所 

介護保険 

事業所 

ハローワーク 

企業 

社協 

学校 

行政 

ボランティア団体 

中間支援組織 

支援内容（想定） 

日常生活支援 

見守り、意思決定支援 

死後事務支援 

司法関係者を紹介、 
公正証書遺言の作成調整 

入院・入所時支援 
夜間・休日等連絡先、 

アメニティ等準備、支払い、自宅の管理 

孤独・孤立の高齢者や 
親亡き後の障がい者等の 

将来に不安を抱える市民 

相談・契約 
支援調整 

社協 

報告等 

場面ごとでの支援 

他機関協働で 
身寄りを頼ることができ 

ない方の支援を実施 
医療機関 

金融機関 
企業 

シルバー 
人材センター 

行政 

弁護士 
司法書士 

福祉事業所 
社会福祉法人 

区長 
民生委員 

ボランティア 

【身寄りのない人の支援イメージ】 

≪プラットフォーム≫ 

多様な機関の参画・連携による福祉人材の確保・育成の仕組みづくり 

主な取組 

一般市民 ボランティア活動 専門職 

ボランティア、福祉の仕事の魅力、事業所体験・見学、

研修情報など、幅広くタイムリーな情報発信

本人の興味・関心・スキル・活動時間等に応じて、 

活動・仕事・研修等に参加 

など 



5 

 

８ 基本施策 
 

 基本目標１ 認め・支え合う地域づくり                   

基本施策１   認め合う社会風土の醸成  
 

○ 多様な背景を持つ人が安心して暮らせるように、わかりやすい情報発信や対話の工夫、

認知症や障がいへの理解促進を進めます。 

相互理解と意思疎通の円滑化の推進、新しい認知症観の普及啓発 
 

 

基本施策２   意思決定支援の推進   
○ 本人の意思を尊重する支援の理解を広げ、市民参画と多機関協働で支援体制を整えます。 

市民参画と多機関協働による意思決定支援 
 

基本施策３   支え合う地域づくりの推進 
 

○ 地域課題を共有し、住民主体で解決に取り組む仕組みを支援します。企業や団体の地域

活動も促進します。 

持続可能な地域活動支援、企業による社会貢献活動の促進 
 

 

 

 基本目標２ 参加・活躍の機会づくり                  

基本施策４   配慮が必要な人の社会参加・就労支援  

○ 居場所づくりや就労支援、住宅支援などを通じて、多様な人が自分らしく暮らせる環境

を整えます。 

居場所づくりの推進、社会参加・就労支援、生活再建に向けた居住支援 
 

 

 

 基本目標３ 安心を得られる支援の充実                  

基本施策５   配慮が必要な人への支援体制の強化  

○ 高齢者・障がい者・こども・若者・ヤングケアラーなどへの支援を充実させるとともに、

再犯防止や権利擁護にも取り組みます。 

高齢者の見守り等支援、配慮が必要な家庭・こどもへの支援、多機関協働に

よる再犯防止の推進、権利擁護支援の新たな仕組みへの対応 
 

 

基本施策６   災害時の福祉支援体制の充実 

○ 避難行動要支援者名簿の活用や福祉避難所の整備など、災害時の支援体制を強化しま

す。 

福祉的災害マネジメントの推進 

  

主な取組 

主な取組 

主な取組 

主な取組 

主な取組 

主な取組 
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９  計画の評価  

本計画では、数値だけでなく参加者数やアンケート、具体的なエピソードなどの

定性的な成果も踏まえ、地域福祉の取組状況を総合的に評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

10  地域福祉に関わる様々な立場 

地域福祉には、住民（介護が必要な高齢者、障がいのある人、外国籍住民やその

他配慮が必要な人も含む）や区長、民生委員・児童委員、高齢者クラブ、ボランテ

ィア・市民活動者、当事者組織、市民活動団体（ＮＰＯ）、社会福祉法人、福祉施

設、事業所、協同組合、企業・商店、大学等の研究機関、保健・医療、教育、司法

その他福祉以外の分野も含めた地域のあらゆる立場の人が関わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総合アウトカム 
（状態） 

・基本目標ごとに施策の中間アウトカム（成果指標）がどのように寄与したかを総合

的に評価（エピソード評価） 

・総合アウトカムの指標は設定せず、参考として、第９次総合計画の状態指標や市民

アンケートなどの指標を活用 

・重点施策は３つの基本目標全ての評価で参照する 

・３年に一度評価 

評価 評価の概要 

各施策の中間アウトカム 

（評価指標＋エピソード） 

・施策ごとに成果指標を設定 

・事業参加者向けのアンケートやヒアリング等を活用し、事業の活動結果が住民の 

意識や行動にどのように影響を与えたかを加味して評価 

・総合アウトカムへつなげるための中間段階の効果の評価 

・３年に一度評価 

取組の進捗評価 
・取組ごとに各事業のアウトプット指標を活用した進捗評価 

・関連計画の掲載事業は、本計画では必要に応じて参照 

・毎年の評価 

地域の団体 

区長、民生委員・児童委員、 

高齢者クラブ、ボランティア・市民

活動者、当事者組織、 

市民活動団体（ＮＰＯ） 

専門職 

社会福祉法人、福祉施設 

行政 

市役所、支所 

社協 

社会福祉協議会 

（福祉センター、支所、出張所） 

企業等 
あらゆる関係者 

事業所、協同組合、企業・商店、大学

等の研究機関、保健・医療、教育、 

司法その他福祉以外の分野も含めた

地域のあらゆる関係者 

住民 

住民（介護が必要な高齢者、 

障がいのある人、外国籍住民や 

その他配慮が必要な人も含む） 
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（例） 
・子ども食堂 
・お助け隊 など 

 

地域福祉に関わる具体的な事例 

◆ 知る・関心を持つことで主体的に動く・創造するに至った事例 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
◆ 困りごとを支援機関につなぎ、適切なサービスにつながった事例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  

つなげる 

Ａさん 

② 自治区の役員さんに相談
し、社協へ連絡しました。 

① Ａさんは、地域の回覧で社協の
講座のチラシを見て参加し、地
域には困って助けを求めている
人がいる事を知りました。 

② 社協のボランティア講座を 
受講し、地域の困りごとを解決
する「お助け隊」を知りました。 

主体的に 

活動する 
創造する 

関心 知る 

広める 

 

参加する 

 

講座 

ゴミの片付けや 

居場所等への参加 

サービス提供 

福祉サービス等 

アウトリーチ支援 

声かけ 

気にかける 

Ｂさん 

関心 

① Ｂさんは、近所の女性が、
いつも汚れた服を着て、家
も生活ごみがあふれてい
て心配をしていました。 

③ Ｂさんは、福祉専門職と一緒に、
近所の女性宅の自立のため、生
活ごみの片づけをボランティア
活動として参加しました。 

③ 地域の仲間に声をかけて
お助け隊を結成し、活動
を始めました。 

④ その後、Ｂさんと近所の
女性は、地域の方から誘
っていただき、地域活動
へも参加するようになり
ました。 

参加する 
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11 地域福祉に関わるうえでの４つの共通視点 
住民や地域福祉に関わる多様な主体は、それぞれの状況や環境、意識などにより、

地域福祉に関わる段階が違います。そこで本計画では、段階に合わせた４つの共通

する視点を示しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
それぞれの立場、それぞれの状況に応じて地域福祉に関わることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

社会福祉法人 豊田市社会福祉協議会 地域福祉推進室 

〒471-0877 

豊田市錦町 1 丁目 1 番地 1 豊田市福祉センター内 

電話番号 0565-31-1294 

FAX 番号 0565-33-2346 

E-mail  vc@toyota-shakyo.jp 

第３次豊田市地域福祉計画・地域福祉活動計画（概要版） 
 

編集 豊田市 福祉部 地域包括ケア企画課 

〒471-8501 

豊田市西町 3 丁目 60 番地 豊田市役所東庁舎１階 

電話番号 0565-34-6787 

FAX 番号 0565-34-6793 

E-mail  hokatsu-care@city.toyota 

.aichi.jp 

関心を持つ・知る・情報を得る 
 
・地域や福祉、ボランティアなどに関心を持ち、情報を得る。 

・地域生活課題や地域の取組を知る。 

つなげる・広める 
 
・困りごとを支援機関などにつなげる。 ・得た情報を知り合い等へ広める。 

参加する・行動する 
 
・地域の活動に参加する。 ・声かけ、活動の手伝い、手助けなど行動する。 

主体的に動く・創造する 
 
・活動に参加し、主体的に活動する。 

・課題の解決に向けて、新たな活動をはじめたり、仕組みをつくる。 

共通視点 １ 

共通視点 2 

共通視点 ３ 

共通視点 ４ 

 

①関心を持つ・知る・情報を得る 

②つなげる・広める 

③参加する・行動する 

④主体的に動く・創造する 共通する視点の段階 

発行 令和８年３月 

発行者 豊田市 / 社会福祉法人 豊田市社会福祉協議会 
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